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資料番号 30 担当課 建築住宅課 

法令名 宅地建物取引業法施行規則 根拠条項 
第４条の３第

１項 

許認可等

の内容 

宅地建物取引業者免許証の再

交付 

（免許証の再交付の申請） 

第四条の三 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、

遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しな

ければならない。 

２ 免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚
損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。 

３ 第一項の規定による再交付の申請は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許

証再交付申請書により行うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


